
沖縄県公共事業再評価実施要綱

第１ 目的

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、再評価を実施す

る。再評価は、事業採択後一定期間を経過した後も未着工である事業、事業採択後長期間

が経過している事業等の評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを行う

ほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するものである。

第２ 再評価を実施する事業

評価の対象となる事業は、土木建築部及び農林水産部が所管する国庫補助事業及び交付

金事業のうち、県が事業主体となって実施する事業で、災害復旧に係る事業、維持管理に

係る事業、小規模改築に係る事業等を除いた、以下の各号に掲げる事業とする。

１ 事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

２ 土木建築部所管国庫補助事業 事業採択後５年間を経過した時点で継続中の事業

土木建築部所管交付金事業、農林水産部所管事業 事業採択後１０年間を経過した時

点で継続中の事業

３ 再評価実施後５年間を経過した時点で継続中の事業

４ 自然災害等の発生、社会経済情勢の変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生

じた事業

この場合において、再評価の実施の必要が生じているかどうかの判断は、土木建築部

長及び農林水産部長が行うものとする。

第３ 再評価の実施時期

再評価の実施時期は以下のとおりとする。

１ 事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業にあっては、事業採択後５年目の年

度内に実施する。

２ 土木建築部所管国庫補助事業 事業採択後５年間を経過した時点で継続中の事業にあ

っては、事業採択後５年目の年度内に実施する。

土木建築部所管交付金事業、農林水産部所管事業 事業採択後１０年間を経過した時

点で継続中の事業にあっては、事業採択後１０年目の年度内に実施する。

３ 再評価実施後５年間を経過した時点で継続中の事業にあっては、再評価実施後５年目

の年度内に実施する。



第４ 再評価の視点

再評価を行う視点は以下のとおりとする。

１ 事業を巡る社会情勢の変化

２ 事業の投資効果

３ 事業の進捗状況

４ 事業の進捗の見込み

５ コスト縮減や代替案立案等の可能性

６ 事業効果の発現状況

第５ 再評価の実施

１ 再評価の実施主体は県とする。

２ 再評価を行う事業の所管課は、再評価の実施に当たって、第４に掲げる「再評価の視

点」に基づいて評価を行い、再評価原案を作成するものとする。

３ 県は対応方針の決定に当たっては、第６に掲げる「沖縄県公共事業評価監視委員会」

に再評価原案を諮問し、答申等を踏まえて、対応方針を決定するものとする。

第６ 沖縄県公共事業評価監視委員会

１ 知事は再評価の実施に当たって、「沖縄県公共事業評価監視委員会」（以下「委員

会」という。）へ再評価原案を諮問するものとする。

２ 知事は、委員会の答申及び意見の具申を最大限尊重し、対応を図るものとする。

第７ 再評価結果等の公表

再評価結果、委員会の答申及び意見の具申については、これを公表するものとする。

第８ その他

本実施要綱に定めのない事項及び国において特別に定めのある事項については、国が定

めた再評価実施要領を参考とするものとする。

附則

１ この要綱は平成１６年４月１日から施行する。

２ この要綱は平成１８年１１月１日から施行する。

３ この要綱は平成２３年４月１日から施行する。


